
 DCM関西交流会 規約 

 

（名称） 

第1条 本会は DCM関西交流会（以下、「本会」という。）と称する。 

 

（事務局） 

第2条 本会の事務局を奈良県大和高田市野口 325番 3の和里（にこり）内に置く。 

 

（目的） 

第3条 本会は、関西地区の認知症高齢者および支援する人等の生活の質を高めるために、マッパー同志が

気軽に交流し、地区の連携や活性化を促進することを目的とする。 

 

（活動） 

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

（1） ミニ勉強会、ブリーフィング、マッピング、フィードバックの体験 

（2） 本会は、目的に沿った交流会を開催し、開催要項は世話人会で決定し、会員全体に周知する。 

（3） 交流会へは、会員以外の参加も認めるものとする。 

（4） その他、本会の目的を達成するために必要な活動。 

 

（会員）    

第5条 認知症ケアマッピング（DCM）法研修会（以下、「DCM法研修」という。）修了者とする。 

 

（組織） 

第6条 本会に、次からなる世話人を置き、世話人会を組織するものとする。 

（1） 世話人は、DCM法研修修了者とする。 

（2） 原則として、認知症介護研究・研修大府センター等の関係機関からの依頼者であること。 

（3） 世話人会において過半数の賛同を得た者であること。 

 

（運営） 

第7条 各世話人は本会を代表するとともに、運営を統括する。 

（1） 世話人は原則として、毎月１回以上の定例会を開催する。 

（2） 世話人会は本会の規約を改定する場合のほか、重要と判断した事案につき、いつでも世話人会

を招集することができる。 

 

（世話人の任期） 

第8条 世話人の任期は４月１日から翌年の３月 31 日までの１年間とする。また、世話人本人から退任の

申し出がない場合は自動的に１年間、任期を更新するものとする。 

 

（世話人の解任） 

第9条 世話人において著しく本会の規律を乱し、社会通念上許されざる行為を行った世話人は世話人会の

過半数の同意をもって解任することができる。 



  

（会費） 

第10条 本会は、交流会の参加費をもって会費とする。交流会の参加費は、次のとおりする。但し、参加費はコ

ース実施会場や参加講師の有無等により変更する場合がある。 

（1） おためしマッピング 1,000円 

（2） フルマッピング 2,000円 

（3） 勉強会 4,000円 

 

（会計） 

第11条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

 

（講師謝礼） 

第12条 講師の謝礼、交通費は、世話人会で都度決定する。 

（1） 世話人においては、当該世話人の勤務先と会場を公共交通機関等で最も合理的、経済的な方

法を用いた実費により支給することがある。 

 

（規約の変更） 

第13条 この規約は、世話人会の決定により改廃することができる。 

 

（その他） 

第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は世話人会が別に定める。 

 

 

附則  

1. この規約は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

2. この規約は、平成 25年 1月 1日から施行する。 



DCM関西交流会会計報告 

 

■収入の部 

項  目 金 額 （円） 摘 要（主な内訳） 

前年度繰越金   

会費 第１回交流会  おためしマッピング 1,000×  名 

 フルマッピング 2,000×  名 

第２回交流会  おためしマッピング 1,000×  名 

 フルマッピング 2,000×  名 

第３回交流会  おためしマッピング 1,000×  名 

 フルマッピング 2,000×  名 

第４回交流会  おためしマッピング 1,000×  名 

 フルマッピング 2,000×  名 

第５回交流会  おためしマッピング 1,000×  名 

 フルマッピング 2,000×  名 

第６回交流会  おためしマッピング 1,000×  名 

 フルマッピング 2,000×  名 

第７回交流会  おためしマッピング 1,000×  名 

 フルマッピング 2,000×  名 

第８回交流会  おためしマッピング 1,000×  名 

 フルマッピング 2,000×  名 

雑収入   

単年度 収入   

収入の部  合計   

 



 

■支出の部 

項  目 金 額（円） 摘 要（主な内訳） 

事務局関係費   

会議費   

交流会費    

    

    

    

    

    

    

その他   

支出の部  小計   

次年度繰越金   

支出の部  合計   

 



DCM関西交流会 

 

〒635-0075 奈良県大和高田市野口 325番地 3 

社会福祉法人 太樹会 

和里（にこり）内 

DCM関西交流会事務局 

TEL 0745-52-0125 


